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青葉台小学校区小域福祉ネットワーク規約 

 

（名称） 

第１条 この組織は、「青葉台小学校区小域福祉ネットワーク」（以下、「ネットワーク」という。）

と称する。 
 

（所在地） 

第２条 このネットワークを次の所在地に置く。 

千葉県市原市青葉台１丁目１２の１４ 
 
（目的） 

第３条 このネットワークは、市原市地域福祉計画および市原市地域福祉活動計画に基づき、

青葉台小学校区に住む住民一人ひとりの主体的参画を得て、「支え合い・助け合い」

の仕組みをつくり、誰もが地域での暮らし易さを確保するとともに、安心・安全に生活

できる地域社会づくりを目的とする。 
 

（活動事項） 

第４条 このネットワークは、前条の目的を達成するため、次の各号の活動を行う。 

（１）  「青葉台ふれあいサロン」を拠点とする、誰もが立ち寄って楽しいひと時を過ごせる

「居場所づくり」を推進する。 

（２） 地域で継続して実施されている「支え合い・助け合い」の仕組みづくりに繋がる活動や、

まだ取り組めていないことを把握し、優先的に取り組む必要がある課題を第６条に定め

る運営委員会で協議、決定し、取り組む。 

（３） 子育てする人同士や世代間で、気軽に話し相手になったり、知識や情報を交換出来る

場づくりを進めるなど、子育てのし易い町づくりを支援する活動を、「子どもミライ会議」

と名付けて取り組む。 

（４）  青葉台小学校における稲作体験学習の支援やビオトープ・花壇の手入れなど、校内

の環境整備支援活動を、「青小フラワー会」と名付けて取り組む。 

（５）  その他、このネットワークの目的達成に必要な事項を行う。 
 

（構成） 

第５条 このネットワークは、青葉台小学校区内で居住もしくは活動する者をもって構成する。 
 

（運営委員会） 

第６条 このネットワークに運営委員会を設置し、青葉台小学校区内の下記の者で組織す

る。 

（１） 青葉台町会協議会・会長 

（２） 青葉台町会協議会まちづくり委員会・委員長 

（３） 青葉台さわやかネットワーク・理事長 

（４） 青葉睦会・会長 

（５） 青葉台緑会・会長 

（６） 民生委員・児童委員（１～８丁目・ダイアパレス） 

（７） 第７条に定めるＮＷ代表 

（８） 青葉台ふれあいサロン・代表 
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（９） 青小フラワー会・代表 

(10) 子どもミライ会議・代表 

(11) その他、このネットワークの趣旨に賛同する者で、第７条に定める会長が認めた者 
 

２   運営委員会は、次の事項を検討する。 

（１） ネットワークの活動方針・方策に関すること 

（２） ネットワークの活動を広報すること 

（３） ネットワークの規約の改正または廃止に関すること 

（４） その他、ネットワークの活動に関し必要な事項 
 

（役員） 

第７条 このネットワークに次の役員を置く。 

（１） 会 長  １ 名 

（２） ＮＷ代表  １ 名 

（３） 副会長  ２ 名 

（４） 会 計  １ 名 

（５） 会計監査  １ 名 

（６） 事務局  ３ 名 
 

（役員の選任） 

第８条 町会協議会・会長に会長就任を要請する。 

２   その他の役員は、運営委員の互選とする。 
 

（役員の任務） 

第９条 役員の任務は、次のとおりとする。 

２   会長の任務は次のとおりとする。 

（１） ネットワークを代表し、本規約に基づく活動事項を掌理する。 

（２） 運営委員会を招集し、その議長となる。 
 

３   ＮＷ代表は、会長の指示があるときは、次の職務を代理する。 

（１） 運営委員会を招集し、その議長となる。 

（２） 外部組織からの要請に基づいて外部組織の活動に参画する。 
 

４   副会長は、会長およびＮＷ代表を補佐する。 
 
５   会計は、ネットワークの会計を担当する。 

６   会計監査の任務は次のとおりとする。 

（１） ネットワークの財産の状況を監査する。 

（２） 前号の規定による監査の結果、ネットワークの財産に関し不正の行為または法令に違

反する重大な事実があることを発見した場合には、これを運営委員会に報告する。 
 
７  事務局は、会議の内容を取りまとめ会議録を作成する。 

    併せて、ネットワークの事務を担当する。 

 

（役員の任期） 

第１０条 役員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。 

２   役員が欠けた場合の補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 
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（雑則） 

第１１条 この規約に定めのない事項については、運営委員会の意見を聞いて、会長が別に

定める。 
 

（設立年月日） 

第１２条 ネットワークの設立年月日は、２０１０年８月１日とする。 

 

 

 

 

 

附 則 

 

１．制定・改定 

本規約の制定・改定は、運営委員会の承認を得て、会長が行う。 
 

２．施行 

本規約は、２０１０年８月１日から施行する。 
 

３．改定履歴 

制定： ２０１０年 ８月 １日 

改定： ２０１１年 ９月１１日 

改定： ２０１３年 ３月１０日 

改定： ２０１５年 ３月１５日 

改定： ２０１６年１２月１１日 

改定： ２０１８年 ３月１１日 

改定： ２０１８年１１月１１日 

改定： ２０２１年 ３月２５日 

改定： ２０２５年 ４月２０日 


